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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装置であって、
　第１の波長を放出するように構成されている光コヒーレンス断層撮影光源と、
　前記コヒーレンス断層撮影光源から放出される前記第１の波長を基準経路およびサンプ
ル経路に向かわせるように構成されているスプリッタと、
　第２の波長を放出するように構成されている短パルス光源と、
　第１のダイクロイック要素と、
　第２のダイクロイック要素と、
　フォトニック結晶ファイバと
　を備え、
　前記フォトニック結晶ファイバは、
　前記光コヒーレンス断層撮影光源からサンプル部位への前記第１の波長の単一モード伝
搬を可能にすることと、
　前記短パルス光源から前記サンプル部位への前記第２の波長の単一モード伝搬を可能に
することと、
　前記サンプル部位からの光コヒーレンス断層撮影信号を伝送することであって、前記光
コヒーレンス断層撮影信号は、前記第１の波長から生成される、ことと、
　前記サンプル部位からの放出信号を伝送することであって、前記放出信号は、前記短パ
ルス光源からの前記第２の波長によって誘導される、ことと
　を同時に行うように構成されている、装置。
【請求項２】
　前記光コヒーレンス断層撮影光源は、掃引源光コヒーレンス断層撮影光源として構成さ
れている、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記光コヒーレンス断層撮影光源は、広帯域光コヒーレンス断層撮影光源として構成さ
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れている、請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記フォトニック結晶ファイバは、前記光コヒーレンス断層撮影光源から放出される光
の単一モード透過を可能にするように構成され、かつ、前記短パルス光源から放出される
光の単一モード透過を可能にするように構成されている、請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　平衡検出器をさらに備えている、請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　前記平衡検出器は、非干渉ＯＣＴ構成要素を最小化するように構成されている、請求項
５に記載の装置。
【請求項７】
　光子計数検出器をさらに備えている、請求項１に記載の装置。
【請求項８】
　前記光子計数検出器は、光電子増倍管である、請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　前記光子計数検出器は、アバランシェフォトダイオードである、請求項７に記載の装置
。
【請求項１０】
　前記光子計数検出器は、二光子発光を検出するように構成されている、請求項７に記載
の装置。
【請求項１１】
　前記第２のダイクロイック要素は、光子計数検出器の方へ二光子発光を向かわせるよう
に構成されている、請求項１に記載の装置。
【請求項１２】
　前記第１のダイクロイック要素は、前記第１および第２の波長を前記サンプル経路に向
かわせるように構成されている、請求項１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記サンプル経路は、ナノ粒子を備えているサンプル部位に向かわせられる、請求項１
に記載の装置。
【請求項１４】
　前記サンプル部位の画像を表示するように構成されている視覚ディスプレイをさらに備
えている、請求項１に記載の装置。
【請求項１５】
　前記視覚ディスプレイは、前記装置と前記サンプル部位との間の距離に基づいて、前記
サンプル部位の表示の一部分を増進するように構成されている、請求項１４に記載の装置
。
【請求項１６】
　前記視覚ディスプレイは、検出値が正規化値を超える、前記サンプル部位の場所の輝度
を増加させるように構成されている、請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
　前記ナノ粒子は、ナノロッドとして構成されている、請求項１３に記載の装置。
【請求項１８】
　前記ナノロッドは、金を含み、約７５６ｎｍの表面プラズモン共鳴を有する、請求項１
７に記載の装置。
【請求項１９】
　分散補償要素をさらに備えている、請求項１に記載の装置。
【請求項２０】
　前記分散補償要素は、前記基準経路と前記サンプル経路との間の前記光コヒーレンス断
層撮影光源から放出される光の分散差を補償するように構成されている、請求項１９に記
載の装置。
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【請求項２１】
　前記分散補償要素は、二光子発光励起光を事前補償するように構成されている、請求項
１９に記載の装置。
【請求項２２】
　前記短パルス光源は、１０ｐＪ～１ｍＪのパルスエネルギーと、５ｆｓ～１００ｐｓの
パルス持続時間をと有する短パルスレーザである、請求項１に記載の装置。
【請求項２３】
　サンプル部位を撮像するシステムであって、前記システムは、
　サンプル部位に向かって第１の波長を放出する光コヒーレンス断層撮影光源と、
　前記サンプル部位に向かって第２の波長を放出する短パルス光源と、
　前記サンプル部位から光コヒーレンス断層撮影信号を検出する手段であって、前記光コ
ヒーレンス断層撮影信号は、前記第１の波長から生成される、手段と、
　前記サンプル部位から二光子発光放出信号を検出する手段であって、前記二光子発光放
出信号は、前記第２の波長によって誘導される、手段と
　を備える、システム。
【請求項２４】
　前記光コヒーレンス断層撮影信号および前記二光子発光信号は、複数のサンプル部位か
ら検出される、請求項２３に記載のシステム。
【請求項２５】
　前記サンプルは、組織を含む、請求項２３に記載のシステム。
【請求項２６】
　前記組織は、上皮組織である、請求項２５に記載のシステム。
【請求項２７】
　前記組織は、動脈組織である、請求項２５に記載のシステム。
【請求項２８】
　前記動脈組織は、冠状動脈の中に位置する、請求項２７に記載のシステム。
【請求項２９】
　前記組織は、血管管腔表面である、請求項２５に記載のシステム。
【請求項３０】
　前記組織は、口腔粘膜である、請求項２５に記載のシステム。
【請求項３１】
　前記光コヒーレンス断層撮影信号は、光コヒーレンス断層撮影像を生成するために使用
される、請求項２３に記載のシステム。
【請求項３２】
　前記二光子発光信号は、光コヒーレンス断層撮影像と位置合わせされる、請求項２３に
記載のシステム。
【請求項３３】
　３次元光コヒーレンス断層撮影像上で２次元二光子発光データを表示する手段をさらに
備える、請求項２３に記載のシステム。
【請求項３４】
　第１の処理要素が、前記光コヒーレンス断層撮影信号を使用し、光コヒーレンス断層撮
影像を構築する、請求項２３に記載のシステム。
【請求項３５】
　前記第１の処理要素は、中央処理ユニットまたはグラフィックス処理ユニットである、
請求項３４に記載のシステム。
【請求項３６】
　第２の処理要素が、光コヒーレンス断層撮影像上で位置合わせされた二光子発光画像を
見るためにレンダリングする、請求項３４に記載のシステム。
【請求項３７】
　前記サンプル部位は、ナノ粒子を備えている、請求項２３に記載のシステム。
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【請求項３８】
　前記二光子発光信号は、前記ナノ粒子から放出される、請求項３７に記載のシステム。
【請求項３９】
　前記二光子発光放出信号は、前記サンプル部位の組織から放出される、請求項２３に記
載のシステム。
【請求項４０】
　撮像データを表示するシステムであって、前記システムは、
　光コヒーレンス断層撮影データを取得し、複数の発光粒子から二光子発光データを取得
する、撮像システムと、
　前記光コヒーレンス断層撮影データおよび前記二光子発光データを複合画像で同時に表
示する手段と
　を備える、システム。
【請求項４１】
　前記発光粒子は、ナノ粒子である、請求項４０に記載のシステム。
【請求項４２】
　前記撮像システムは、カテーテルベースの撮像システムである、請求項４０に記載のシ
ステム。
【請求項４３】
　前記カテーテルベースの撮像システムが管腔に沿って軸方向に移動させられるにつれて
前記カテーテルベースの撮像システムから取得されるデータに基づいて、３次元画像を生
成する手段をさらに備える、請求項４２に記載のシステム。
【請求項４４】
　前記光コヒーレンス断層撮影データは、半径方向の次元および方位角の次元のデータを
含み、前記二光子発光データは、方位角信号を含む、請求項４０に記載のシステム。
【請求項４５】
　半径方向寸法を前記二光子発光データに追加する手段をさらに備える、請求項４４に記
載のシステム。
【請求項４６】
　前記半径方向寸法を前記二光子発光データに追加する手段は、前記二光子発光方位角信
号によって正規化された半径方向確率分布関数を使用する手段を備える、請求項４５に記
載のシステム。
【請求項４７】
　前記半径方向確率分布関数は、
　前記撮像システムの光学性質と、
　前記カテーテルベースの撮像システムと前記カテーテルベースの撮像システムが挿入さ
れる管腔壁との間の距離と、
　前記管腔壁の組織の光学性質と
　を使用して決定される、請求項４６に記載のシステム。
【請求項４８】
　前記半径方向確率分布関数は、ナノ粒子の一様な分布を仮定することを使用して決定さ
れる、請求項４６に記載のシステム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　本発明の他の目的、特徴、および利点は、以下の発明を実施するための形態から明白と
なるであろう。しかしながら、本発明の精神および範囲内の種々の変更および修正が、詳
細な説明から当業者に明白となるであろうため、詳細な説明および具体的実施例は、本発
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明の具体的実施形態を示す一方で、例証のみとして挙げられることを理解されたい。
本願明細書は、例えば、以下の項目も提供する。
（項目１）
　第１の波長を放出するように構成されている光コヒーレンス断層撮影光源と、
　前記コヒーレンス断層撮影光源から放出される前記第１の波長を基準経路およびサンプ
ル経路に向かわせるように構成されているスプリッタと、
　第２の波長を放出するように構成されている短パルス光源と、
　第１のダイクロイック要素と、
　第２のダイクロイック要素と
　を備えている、装置。
（項目２）
　前記光コヒーレンス断層撮影光源は、掃引源光コヒーレンス断層撮影光源として構成さ
れている、項目１に記載の装置。
（項目３）
　前記光コヒーレンス断層撮影光源は、広帯域光コヒーレンス断層撮影光源として構成さ
れている、項目１に記載の装置。
（項目４）
　前記サンプル経路は、フォトニック結晶ファイバを通して向かわせられる、項目１に記
載の装置。
（項目５）
　平衡検出器をさらに備えている、項目１に記載の装置。
（項目６）
　前記平衡検出器は、非干渉ＯＣＴ構成要素を最小化するように構成されている、項目５
に記載の装置。
（項目７）
　光子計数検出器をさらに備えている、項目１に記載の装置。
（項目８）
　前記光子計数検出器は、光電子増倍管である、項目７に記載の装置。
（項目９）
　前記光子計数検出器は、アバランシェフォトダイオードである、項目７に記載の装置。
（項目１０）
　前記光子計数検出器は、二光子発光を検出するように構成されている、項目７に記載の
装置。
（項目１１）
　前記第２のダイクロイック要素は、光子計数検出器の方へ二光子発光を向かわせるよう
に構成されている、項目１に記載の装置。
（項目１２）
　前記第１のダイクロイック要素は、前記第１および第２の波長を前記サンプル経路に向
かわせるように構成されている、項目１に記載の装置。
（項目１３）
　前記サンプル経路は、ナノ粒子を備えているサンプル部位に向かわせられる、項目１に
記載の装置。
（項目１４）
　前記サンプル部位の画像を表示するように構成されている視覚ディスプレイをさらに備
えている、項目１に記載の装置。
（項目１５）
　前記視覚ディスプレイは、前記装置と前記サンプル部位との間の距離に基づいて、前記
サンプル部位の表示の一部分を増進するように構成されている、項目１４に記載の装置。
（項目１６）
　前記視覚ディスプレイは、検出値が正規化値を超える、前記サンプル部位の場所の輝度
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を増加させるように構成されている、項目１５に記載の装置。
（項目１７）
　前記ナノ粒子は、ナノロッドとして構成されている、項目１３に記載の装置。
（項目１８）
　前記ナノロッドは、金を含み、約７５６ｎｍの表面プラズモン共鳴を有する、項目１７
に記載の装置。
（項目１９）
　分散補償要素をさらに備えている、項目１に記載の装置。
（項目２０）
　前記分散補償要素は、前記基準経路と前記サンプル経路との間の分散差を補償するよう
に構成されている、項目１９に記載の装置。
（項目２１）
　前記分散補償要素は、二光子発光励起光を事前補償するように構成されている、項目１
９に記載の装置。
（項目２２）
　サンプル部位を撮像する方法であって、前記方法は、
　光コヒーレンス断層撮影光源からサンプル部位に向かって第１の波長を放出することと
、
　短パルス光源から前記サンプル部位に向かって第２の波長を放出することと、
　前記サンプル部位から光コヒーレンス断層撮影信号を検出することであって、前記光コ
ヒーレンス断層撮影信号は、前記第１の波長から生成される、ことと、
　前記サンプル部位から二光子発光放出信号を検出することであって、前記二光子発光放
出信号は、前記第２の波長によって誘導される、ことと
　を含む、方法。
（項目２３）
　前記光コヒーレンス断層撮影信号および前記二光子発光信号は、複数のサンプル部位か
ら検出される、項目２２に記載の方法。
（項目２４）
　前記サンプルは、組織を含む、項目２２に記載の方法。
（項目２５）
　前記組織は、上皮組織である、項目２４に記載の方法。
（項目２６）
　前記組織は、動脈組織である、項目２４に記載の方法。
（項目２７）
　前記動脈組織は、冠状動脈の中に位置する、項目２６に記載の方法。
（項目２８）
　前記組織は、血管管腔表面である、項目２４に記載の方法。
（項目２９）
　前記組織は、口腔粘膜である、項目２４に記載の方法。
（項目３０）
　前記光コヒーレンス断層撮影信号は、光コヒーレンス断層撮影像を生成するために使用
される、項目２２に記載の方法。
（項目３１）
　前記二光子発光信号は、光コヒーレンス断層撮影像と位置合わせされる、項目２２に記
載の方法。
（項目３２）
　３次元光コヒーレンス断層撮影像上で２次元二光子発光データを表示することをさらに
含む、項目２２に記載の方法。
（項目３３）
　第１の処理要素が、光コヒーレンス断層撮影信号を使用し、光コヒーレンス断層撮影像
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を構築する、項目２２に記載の方法。
（項目３４）
　前記第１の処理要素は、中央処理ユニットまたはグラフィックス処理ユニットである、
項目３３に記載の方法。
（項目３５）
　第２の処理要素が、光コヒーレンス断層撮影像上で位置合わせされた二光子発光画像を
見るためにレンダリングする、項目３３に記載の方法。
（項目３６）
　前記サンプル部位は、ナノ粒子を備えている、項目２２に記載の方法。
（項目３７）
　前記二光子発光信号は、前記ナノ粒子から放出される、項目３６に記載の方法。
（項目３８）
　前記二光子発光放出信号は、前記サンプル部位の組織から放出される、項目２２に記載
の方法。
（項目３９）
　撮像データを表示する方法であって、前記方法は、
　撮像システムを用いて光コヒーレンス断層撮影データを取得することと、
　前記撮像システムを用いて複数の発光粒子から二光子発光データを取得することと、
　前記光コヒーレンス断層撮影データおよび前記二光子発光データを複合画像で同時に表
示することと
　を含む、方法。
（項目４０）
　前記発光粒子は、ナノ粒子である、項目３９に記載の方法。
（項目４１）
　前記撮像システムは、カテーテルベースの撮像システムである、項目３９に記載の方法
。
（項目４２）
　前記カテーテルベースの撮像システムが管腔に沿って軸方向に移動させられるにつれて
前記カテーテルベースの撮像システムから取得されるデータに基づいて、３次元画像を生
成することをさらに含む、項目４１に記載の方法。
（項目４３）
　前記光コヒーレンス断層撮影データは、半径方向の次元および方位角の次元のデータを
含み、前記二光子発光データは、方位角信号を含む、項目３９に記載の方法。
（項目４４）
　半径方向寸法を前記二光子発光データに追加することをさらに含む、項目４３に記載の
方法。
（項目４５）
　前記半径方向寸法を前記二光子発光データに追加することは、前記二光子発光方位角信
号によって正規化された半径方向確率分布関数を使用することを含む、項目４４に記載の
方法。
（項目４６）
　前記半径方向確率分布関数は、
　前記撮像システムの光学性質と、
　前記カテーテルベースの撮像システムと前記カテーテルベースの撮像システムが挿入さ
れる管腔壁との間の距離と、
　前記管腔壁の組織の光学性質と
　を使用して決定される、項目４５に記載の方法。
（項目４７）
　前記半径方向確率分布関数は、ナノ粒子の一様な分布を仮定することを使用して決定さ
れる、項目４５に記載の方法。
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（項目４８）
　前記カテーテルベースの撮像システムが管腔に沿って軸方向に移動させられるにつれて
前記カテーテルベースの撮像システムから取得されるデータに基づいて、３次元画像を生
成することをさらに含む、項目４１に記載の方法。


	header
	written-amendment

